
 

 平成 29年６月２８日（水）に国の登録有形文化財（建造物）に登録された「滑川家主屋」「滑川家長屋門」

の登録証及び登録プレート伝達式を、平成 29年 11月 15日（水）に滑川家で開催しました。 

登録の基準となった「国土の歴史的景観に寄与しているもの」にふさわしい重厚な表構えの長屋門を入り 

加賀藩前田家の下屋敷を移築したといわれている主屋の格調高い意匠に目を奪われました！！ 

市内に 4件あった登録有形文化財は、「滑川家主屋」「滑川家長屋門」の 2件が加わり 6件となりました。 
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